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公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について 

 

 

公衆浴場において使用する水の衛生管理に関しては、「公衆浴場における水質基準

等に関する指針」（平成 12 年 12 月 15 日付け生衛発第 1811 号厚生省生活衛生局長通

知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」別添１）に基づき、実施していた

だいているところです。 

下水の水質の検定方法等に関する省令及び下水の処理開始の公示事項等に関する

省令の一部を改正する省令（令和６年国土交通省・環境省令第１号）による下水の水

質の検定方法等に関する省令（昭和 37 年厚生省・建設省令第１号）の一部改正が令

和７年４月１日に施行されることを踏まえ、「公衆浴場における水質基準等に関する

指針」を別紙のとおり改正し、同日より適用することといたしましたので、関係者に

対して周知を図るとともに、公衆浴場において使用する水の衛生管理の指導等に当た

って遺漏のないよう御配慮をお願いします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項に基づ

く技術的な助言であることを申し添えます。 

 



別紙 

 

 

○公衆浴場における衛生等管理要領等について (通知） 新旧対照表 

（傍線部分が改正箇所） 

改  正  後 改  正  前 

別添１ 公衆浴場における水質基準等に関する指針 

第１～第３ （略） 

第４ 浴槽水の水質基準及びその検査方法は次の各号に規定するとお

りとする。 

１ 水質基準 

 ア・イ （略） 

 ウ 大腸菌は、１個／mL 以下であること。 

 エ （略） 

 

 

 

２ 検査方法 

 ア （略） 

 イ 大腸菌の検査方法 

   下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和 37 年厚生省

令・建設省令第１号）別表第１（第６条）の大腸菌数の検定方

法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。 

 ウ・エ （略） 

 

別添１ 公衆浴場における水質基準等に関する指針 

第１～第３ （略） 

第４ 浴槽水の水質基準及びその検査方法は次の各号に規定するとお

りとする。 

１ 水質基準 

 ア・イ （略） 

 ウ 大腸菌群（グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分

解して、酸とガスを形成するすべての好気性又は通性嫌気性の

菌をいう。）は、１個／mL 以下であること。 

 エ （略） 

 

２ 検査方法 

 ア （略） 

 イ 大腸菌群の検査方法 

   下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和 37 年厚生省

令・建設省令第１号）別表第１（第６条）の大腸菌群数の検定

方法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。 

 ウ・エ （略） 

 

   別添２・３ （略）    別添２・３ （略） 
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公衆浴場における衛生等管理要領等について 

 

 平成 12 年 12 月 15 日 生衛発第 1,811 号 

 各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長宛 

厚生省生活衛生局長通知 

平成 15 年２月 14 日健発第 0214004 号 一部改正 

平成 28 年３月 30 日生食発 0330 第５号 一部改正 

平成 29 年 12 月 15 日生食発 1215 第２号 一部改正 

平成 30 年１月 31 日生食発 0131 第２号 一部改正 

令和元年９月 19 日生食発 0919 第８号 一部改正 

令和２年 12 月 10 日生食発 1210 第１号 一部改正 

令和５年 11 月 15 日健生発 1115 第５号 一部改正 

令和６年 12 月 18 日健生発 1218 第２号 一部改正 

 

 

別添 1 公衆浴場における水質基準等に関する指針 

 

第１ この指針は、公衆浴場において使用する水につき、水質の基準及び水質

の検査方法を定めることを目的とする。 

第２ この指針において使用する用語は、次の各号で定めるとおりとする。 

１ 「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をい

う。 

２ 「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目

的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。 

３ 「上がり用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供

給される温水をいう。 

４ 「上がり用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供

給される水をいう。 

５ 「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。 

第３ 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準及びその検査方法は、

次の各号に規定するとおりとする。 

ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難

く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、１のアからエまでの基

準の一部又は全部を適用しないことができる。 

１ 水質基準 

ア 色度は、５度以下であること。 



2 

 

イ 濁度は、２度以下であること。 

ウ pH 値は、5.8 以上 8.6 以下であること。 

エ 有機物（全有機炭素(TOC)の量）は３mg／L 以下、又は、過マンガン酸

カリウム消費量は 10mg／L 以下であること。 

(注)  塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由

により有機物（全有機炭素(TOC)の量）の測定結果を適用することが

不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、

10mg／L 以下であることとする。 

オ 大腸菌は検出されないこと。 

カ レジオネラ属菌は、検出されないこと（10cfu／100mL 未満）。 

２ 検査方法 

ア 色度、濁度、pH 値、有機物（全有機炭素(TOC)の量）及び大腸菌の検

査方法は、それぞれ水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第

101 号）で定める検査方法によること。また、過マンガン酸カリウム消

費量の検査方法は、同令による廃止前の水質基準に関する省令（平成４

年厚生省令第 69 号）で定める検査方法によること。 

(注) 大腸菌の検査方法である特定酵素基質培地法は、海水を含む試料

では海洋細菌により偽陽性となることがあるため、海水を含む検体

で大腸菌陽性になった場合は、ダーラム管が入った ECブイヨン 10mL

に陽性検体 100µL を接種し、44.5℃で培養してガス産生を確認する。

ガス産生が認められた場合は特定酵素基質培地による検査結果を

採用する。ガス産生が認められない場合は特定酵素基質培地による

大腸菌陽性の結果は偽陽性と判定すること。 

イ レジオネラ属菌の検査方法は、ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法のいず

れかによること。また、その具体的手順は、「公衆浴場における浴槽水

等のレジオネラ属菌検査方法について」（令和元年９月 19 日薬生衛発

0919 第１号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知）を参照する

こと。 

ウ １年に１回以上、水質検査を行い、その結果は検査の日から３年間保

管すること。 

エ 検査の依頼に当たっては、精度管理を行っている検査機関に依頼する

ことが望ましい。 

第４ 浴槽水の水質基準及びその検査方法は次の各号に規定するとおりとす

る。 

ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により

難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、１のア及びイの基
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準のどちらか又は両方を適用しないことができる。 

１ 水質基準 

ア 濁度は、５度以下であること。 

イ 有機物（全有機炭素（TOC）の量）は８mg／L 以下、又は、過マンガン

酸カリウム消費量は 25mg／L 以下であること。 

(注) 塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由

により有機物（全有機炭素（TOC）の量）の測定結果を適用すること

が不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定

で、25mg／L 以下であることとする。 

ウ 大腸菌は、１個／mL 以下であること。 

エ レジオネラ属菌は、検出されないこと（10cfu／100mL 未満）。 

２ 検査方法 

ア 濁度、有機物（全有機炭素（TOC）の量）、過マンガン酸カリウム消費

量及びレジオネラ属菌の検査方法については、第３の検査方法によるこ

と。 

イ 大腸菌の検査方法 

 下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和 37 年厚生省令・建設省令第

１号）別表第１（第６条）の大腸菌数の検定方法によること。なお、試

料は希釈せずに使用すること。 

ウ ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水

は、１年に１回以上、連日使用している浴槽水は、１年に２回以上（た

だし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、１年に４回以上。）、

水質検査を行い、その結果は検査の日から３年間保管すること。 

エ 検査の依頼に当たっては、精度管理を行っている検査機関に依頼する

ことが望ましい。 


